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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　巻取りボックス内に支持されてスクリーンの巻取り方向に回転付勢された巻取軸に、該
巻取り方向の両側端に沿ってファスナー状の抜け止め片を取り付けたスクリーンを、その
一端から巻取ると共に、該スクリーンの他端にスライドバーを固定し、上記抜け止め片は
、上記スクリーンの側端に一側辺を固定する帯状の取付部片の他側辺に沿って多数の係合
子を列設した係合子列を付設することにより構成し、該係合子列を、上記巻取りボックス
のスクリーン導出口に接続したところの、上記スクリーンの側端をガイドする一対の対向
するスクリーン枠内のガイドレールの係合溝に摺動自在に係合させるようにしたロールス
クリーン装置において、
　上記スクリーンのスライドバーへの取付端側における上記抜け止め片の係合子列には、
スクリーン端よりも突出する延長部が連設されていて、上記巻取軸への全スクリーンの巻
取り状態において、その延長部の先端が上記スクリーン枠内のガイドレールの係合溝に挿
入される長さを有するものとし、且つ、上記巻取軸への全スクリーンの巻取り状態におい
て巻取軸に巻き取られない範囲での上記延長部側の係合子列に沿って、上記係合溝への挿
通を安定化するための直線性を付与する補強部片を固定している、
ことを特徴とするロールスクリーン装置。
【請求項２】
　上記補強部片を、合成樹脂又は金属材からなる薄板乃至棒状部材により形成し、該補強
部片を上記係合子列の上記取付部片側の基部に溶着又は接着により固定していることを特
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徴とする請求項１に記載のロールスクリーン装置。
【請求項３】
　巻取りボックス内に支持されてスクリーンの巻取り方向に回転付勢された巻取軸に、該
巻取り方向の両側端に沿ってファスナー状の抜け止め片を取り付けたスクリーンを、その
一端から巻取ると共に、該スクリーンの他端にスライドバーを固定し、上記抜け止め片は
、上記スクリーンの側端に一側辺を固定する帯状の取付部片の他側辺に沿って多数の係合
子を列設した係合子列を付設することにより構成し、該係合子列を、上記巻取りボックス
のスクリーン導出口に接続したところの、上記スクリーンの側端をガイドする一対の対向
するスクリーン枠内のガイドレールの係合溝に摺動自在に係合させるようにしたロールス
クリーン装置において、
　上記スクリーンのスライドバーへの取付端側における上記抜け止め片の係合子列は、上
記巻取軸への全スクリーンの巻取り状態において、その先端が上記スクリーン枠内のガイ
ドレールの係合溝に達しない長さを有していて、その係合子列の先端にスクリーン端より
も突出する擬似係合子列状の延長部片を連設することにより、該延長部片の先端が上記ス
クリーン枠内のガイドレールの係合溝に挿入される長さを有するものとし、且つ、上記巻
取軸への全スクリーンの巻取り状態において該巻取軸に巻き取られない範囲の上記係合子
列及び上記帯状の取付部片に、上記延長部片に一体化された接合面を固定している、
ことを特徴とするロールスクリーン装置。
【請求項４】
　上記延長部片とそれに一体化した係合子列用及び取付部片用の接合面を合成樹脂により
成形し、該係合子列用の接合面により上記係合子列を挟むと共に、該取付部片用の接合面
を上記取付部片に重ねて、溶着又は接着によりそれらを固定していることを特徴とする請
求項３に記載のロールスクリーン装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロールスクリーン装置に関するものであり、更に詳しくは、巻取軸にスプリ
ングの付勢力によって巻き取られるロールスクリーンの側端を、スクリーン枠に抜け止め
状態で安定的にガイドさせるための改良されたガイド構造を備えたロールスクリーン装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ロールスクリーン装置において、スクリーンの巻取り方向に回転付勢された巻取軸に、
該巻取り方向の両側端に沿ってファスナー状の抜け止め片を取り付けたスクリーンを、そ
の一端から巻取ると共に、該スクリーンの他端にスライドバーを固定し、上記抜け止め片
は、上記スクリーンの側端に一側辺を固定する帯状の取付部片の他側辺に沿って多数の係
合子を列設した係合子列を付設することにより構成し、該係合子列を上記スクリーンの側
端をガイドするスクリーン枠内に設けたガイドレールの係合溝に摺動自在に係合させるよ
うにしたロールスクリーン装置は、図８にもその構成を示しているが、特許文献１等に開
示されていて、従来から周知のものである。
【０００３】
　上述した周知のロールスクリーン装置の問題点について具体的に説明すると、該スクリ
ーン装置は、図８から分かるように、巻取軸１１に内蔵したスプリング１２により、該巻
取軸に一端を取り付けたスクリーン１３、及びその巻取り方向の両側端に沿って取り付け
たファスナー状の抜け止め片１８に対して、その巻取り方向に常に該スプリングによる引
張力が作用し、スライドバー１７に先端が取り付けられたスクリーン１３はその引張力に
より全体的にある程度伸長するが、該スクリーンの側端に取り付けられている抜け止め片
１８は、スクリーン１３に比して引張に対する強度が大きいため、該抜け止め片１８の一
部が、以下に述べるように、その伸長の差や経年劣化等に起因して変形するという問題が
ある。なお、上記図８のロールスクリーン装置の基本的構成は、本発明に係るスクリーン
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装置の基本構成と実質的に変わるところがないので、同図においては、その基本的構成の
構成要素に本発明の実施例と同一の符号を付している。
【０００４】
　上記スクリーン装置における上記抜け止め片１８の変形の問題について更に具体的に説
明すると、該抜け止め片１８は、スクリーン１３の側端に帯状の取付部片１９を介して取
り付けられる係合子列２０を備え、それをガイドレール１６の係合溝１６ａ（図２参照）
に摺動自在に係合させているため、係合子列２０が、上記スプリング１２の引張力だけで
なく、スクリーン枠１５内のガイドレール１６の係合溝１６ａとの摩擦による摺動抵抗を
も受けることになり、そのため、特にスライドバー１７の両端部近辺におけるスクリーン
１３への抜け止め片１８の取付け部においては、図８のように、該抜け止め片１８の変形
が帯状の取付部片１９に蓄積され、該取付部片１９に取り付けられている係合子列２０が
巻取軸１１側に強く引き寄せられるばかりでなく、それに伴って係合子列２０の先端がス
クリーン１３側にも引き寄せられることになる。
【０００５】
　そして、上記巻取軸１１に完全に巻き取られたスクリーン１３におけるスライドバー１
７の両端部に位置する抜け止め片１８の係合子列２０は、本来、その先端部が巻取りボッ
クス１０のスクリーン導出口１０ａに接続しているスクリーン枠１５内のガイドレール１
６の係合溝１６ａに係合されているべきところ、上述したように、その先端が巻取軸１１
側に引き寄せられて、スライドバー１７によるスクリーン１３の展張開始時に、ガイドレ
ール１６の係合溝１６ａに対する係合が不確実になり、更に、該係合子列２０の先端がス
クリーン１３側にも引き寄せられることからも、上記係合子列２０の先端部がガイドレー
ル１６の係合溝１６ａに安定的に挿通される可能性が低下し、また、係合子列２０自体は
外力により比較的変形し易いものであるため、ガイドレール１６の係合溝１６ａへの挿入
口付近への衝突等により変形が更に拡大することもあって、係合子列２０の先端部がガイ
ドレール１６の係合溝１６ａから外れ、安定的なスクリーンの展張が困難になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特公平１－６１１５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の技術的課題は、上述した既知のロールスクリーン装置において、スクリーンの
巻取り方向の両側端に取り付けている抜け止め片が変形するのを抑制するための補強を行
うと同時に、該抜け止め片における係合子列、或いはその先端に取り付けた擬似係合子列
状延長部片を、スクリーン枠内に設けたガイドレールの係合溝に安定的に挿通しておくこ
とを可能にした構成を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明によれば、巻取りボックス内に支持されてスクリーン
の巻取り方向に回転付勢された巻取軸に、該巻取り方向の両側端に沿ってファスナー状の
抜け止め片を取り付けたスクリーンを、その一端から巻取ると共に、該スクリーンの他端
にスライドバーを固定し、上記抜け止め片は、上記スクリーンの側端に一側辺を固定する
帯状の取付部片の他側辺に沿って多数の係合子を列設した係合子列を付設することにより
構成し、該係合子列を、上記巻取りボックスのスクリーン導出口に接続したところの、上
記スクリーンの側端をガイドする一対の対向するスクリーン枠内のガイドレールの係合溝
に摺動自在に係合させるようにしたロールスクリーン装置において、上記スクリーンのス
ライドバーへの取付端側における上記抜け止め片の係合子列には、スクリーン端よりも突
出する延長部が連設されていて、上記巻取軸への全スクリーンの巻取り状態において、そ
の延長部の先端が上記スクリーン枠内のガイドレールの係合溝に挿入される長さを有する
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ものとし、且つ、上記巻取軸への全スクリーンの巻取り状態において巻取軸に巻き取られ
ない範囲での上記延長部側の係合子列に沿って、上記係合溝への挿通を安定化するための
直線性を付与する補強部片を固定していることを特徴とする第１のロールスクリーン装置
が提供される。
【０００９】
　本発明に係る上記第１のロールスクリーン装置の好ましい実施形態においては、上記補
強部片を、合成樹脂又は金属材からなる薄板乃至棒状部材により形成し、該補強部片を上
記係合子列の上記取付部片側の基部に溶着又は接着により固定していることが望まれる。
【００１０】
　また、上記課題を解決するため、本発明によれば、巻取りボックス内に支持されてスク
リーンの巻取り方向に回転付勢された巻取軸に、該巻取り方向の両側端に沿ってファスナ
ー状の抜け止め片を取り付けたスクリーンを、その一端から巻取ると共に、該スクリーン
の他端にスライドバーを固定し、上記抜け止め片は、上記スクリーンの側端に一側辺を固
定する帯状の取付部片の他側辺に沿って多数の係合子を列設した係合子列を付設すること
により構成し、該係合子列を、上記巻取りボックスのスクリーン導出口に接続したところ
の、上記スクリーンの側端をガイドする一対の対向するスクリーン枠内のガイドレールの
係合溝に摺動自在に係合させるようにしたロールスクリーン装置において、上記スクリー
ンのスライドバーへの取付端側における上記抜け止め片の係合子列は、上記巻取軸への全
スクリーンの巻取り状態において、その先端が上記スクリーン枠内のガイドレールの係合
溝に達しない長さを有していて、その係合子列の先端にスクリーン端よりも突出する擬似
係合子列状の延長部片を連設することにより、該延長部片の先端が上記スクリーン枠内の
ガイドレールの係合溝に挿入される長さを有するものとし、且つ、上記巻取軸への全スク
リーンの巻取り状態において該巻取軸に巻き取られない範囲の上記係合子列及び上記帯状
の取付部片に、上記延長部片に一体化された接合面を固定していることを特徴とするロー
ルスクリーン装置が提供される。
【００１１】
　本発明に係る上記第２のロールスクリーン装置の好ましい実施形態においては、上記延
長部片とそれに一体化した係合子列用及び取付部片用の接合面を合成樹脂により成形し、
該係合子列用の接合面により上記係合子列を挟むと共に、該取付部片用の接合面を上記取
付部片に重ねて、溶着又は接着によりそれらを固定していることが望まれる。
【発明の効果】
【００１２】
　以上に詳述した本発明のロールスクリーンの側端のガイド構造によれば、上述した既知
のロールスクリーン装置において、スクリーンの巻取り方向の両側端に取り付けている抜
け止め片が変形するのを抑制するための補強を行うと同時に、該抜け止め片における係合
子列、或いはその先端に取り付けた擬似係合子列状延長部片を、スクリーン枠内に設けた
ガイドレールの係合溝に安定的に挿通しておくことを可能になり、また、上記抜け止め片
の補強により、ロールスクリーン装置の組立作業が容易になるだけでなく、組立作業時に
おける該抜け止め片の先端部の変形が抑止される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係るロールスクリーン装置の第１実施例の要部縦断正面図である。
【図２】上記第１実施例の要部縦断側面図である。
【図３】上記第１実施例の横断平面図である。
【図４】上記第１実施例におけるスクリーンの正面図である。
【図５】本発明に係るロールスクリーン装置の第２実施例の要部縦断面図である。
【図６】上記第２実施例におけるスクリーンの要部正面図である。
【図７】上記第２実施例のスクリーンの要部の構成を分解した状態において示すもので、
（ａ）は抜け止め片を取り付けたスクリーン、（ｂ）及び（ｃ）は、（ａ）の抜け止め片
に取り付ける擬似係合子列状の延長部片の正面図及び平面図である。
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【図８】既知のロールスクリーン装置の要部縦断正面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１～図４は、本発明に係るロールスクリーン装置の第１実施例を示し、図５～図７は
同第２実施例を示している。図示した本発明の第１及び第２実施例としては、巻取りボッ
クス１０内に支持されて回転の軸線が鉛直配置の巻取軸１１に横引きのスクリーン１３を
巻き取るロールスクリーン装置を示しているが、それらは、上部に回転の軸線を水平配置
として設置した巻取軸に縦引きのスクリーンを巻き取るスクリーン装置として構成するこ
ともできる。
【００１５】
　上記第１実施例のロールスクリーン装置では、巻取りボックス１０内に支持された上記
巻取軸１１がそれに内蔵したスプリング１２の付勢力によりスクリーン１３の巻取り方向
に回転付勢され、該巻取軸１１の周面に巻き取られるスクリーン１３の一端を該巻取軸に
固定すると共に、該スクリーンの他端にそれを展張操作するためのスライドバー１７を固
定している。該スライドバーは、図１及び図２から分かるように、巻取りボックス１０の
上下部に連結された対向する一対のスクリーン枠１５に沿って摺動するようにガイドされ
たものである。また、上記スクリーン１３には、巻取軸１１による巻取り方向の両側端に
沿ってファスナー状の抜け止め片１８を取り付けている。
【００１６】
　上記抜け止め片１８は、図４に明瞭に示すように、上記スクリーン１３の側端に一側辺
を固定する帯状の取付部片１９の他側辺に沿って、多数の係合子２１を列設してなる係合
子列２０を付設することにより構成したものである。そして、該抜け止め片１８を取り付
けたスクリーン１３の両側端をスクリーン枠１５に抜け止め状態で安定的にガイドさせる
ため、該抜け止め片１８における係合子列２０を、スクリーン枠１５内に設けたガイドレ
ール１６の係合溝１６ａに摺動自在に係合させている。上記スクリーン枠１５は、その内
部に収容したガイドレール１６と共に、上記巻取りボックス１０のスクリーン導出口１０
ａに接続するようにして該巻取りボックスに連結している。
【００１７】
　スクリーン１３における上記スライドバー１７への取付端側の係合子列２０は、図８を
参照して前述したように、上記巻取軸１１への全スクリーンの巻取り状態において、その
係合子列２０の先端部が上記スクリーン枠１５内のガイドレール１６の係合溝１６ａから
離脱しているようでは、巻取軸１１に巻き取られているスクリーンの展張時に、係合子列
２０の先端部がガイドレール１６の係合溝１６ａに安定的に挿通される可能性が低下する
ので、巻取軸１１への全スクリーンの巻取り状態において、係合子列２０の先端が上記ス
クリーン枠１５内のガイドレール１６の係合溝１６ａに確実に挿入される長さを有するも
のとすることが望まれる。
【００１８】
　そこで、この第１実施例における上記抜け止め片１８としては、図８の場合のように、
単にスクリーン１３の側端のみに一定長に裁断したファスナー状の抜け止め片用素材を固
定するのではなく、図１及び図４において明瞭に示しているように、上記スクリーン１３
のスライドバー１７への取付端側における係合子列２０には、スクリーン１３の端部より
も突出する延長部２０ａを連設し、巻取軸１１への全スクリーンの巻取り状態において、
その延長部２０ａの先端が上記スクリーン枠１５内のガイドレール１６の係合溝１６ａに
挿入される長さを有するものとしている。しかも、上記巻取軸１１への全スクリーンの巻
取り状態において該巻取軸１１に巻き取られない範囲での上記延長部２０ａ側の係合子列
２０に沿って、上記係合溝１６ａへの挿通を安定化するための直線性を付与する補強部片
２２を固定している。
【００１９】
　上記補強部片２２は、合成樹脂又は金属材等からなる薄板乃至棒状部材によりガイドレ
ール１６の係合溝１６ａに沿って円滑に移動可能な形態に形成することが望ましく、それ
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により、単に係合子列２０の延長部２０ａを抜け止め片１８に突設する場合に比して、直
線状の保形を安定化させることができる。また、係合子列２０の延長部２０ａに対する上
記補強部片２２の固定は、図２に示しているように、係合子列２０の取付部片１９側の基
部に該取付部片の一部を残して、その取付部片及び係合子列２０に対して両側から一対の
補強部片２２を溶着又は接着により固定するのが、係合溝１６ａへの係合を安定化させる
という観点から望ましい。
【００２０】
　なお、上記第１実施例を示す図１～図４中において、符号２３は、スライドバー１７に
設けたスクリーン端の連結具、符号２４は、該連結具２３によって取り付けるスクリーン
１３の端部に設けた抜け止め片を示している。
【００２１】
　図５～図７は、本発明に係るロールスクリーン装置の第２実施例を示しているが、この
第２実施例のスクリーン装置においてスクリーン１３に取り付けた抜け止め片１８の構成
を除く当該スクリーン装置の基本的構成は、上述した第１実施例の場合と実質的に変わる
ところがないので、それらの構成及び作用については、上記各図における第１実施例と同
一又は相当部分に第１実施例と同一符号を付して、それらの説明を省略し、以下において
は、第２実施例のスクリーン１３に取り付ける抜け止め片１８のとそれに関連する部分の
構成及び作用について詳述する。
【００２２】
　この第２実施例ロールスクリーン装置においては、上記スクリーン１３のスライドバー
１７への取付端側における上記抜け止め片１８の係合子列２０を、上記巻取軸１１への全
スクリーンの巻取り状態において、その先端が上記スクリーン枠１５内のガイドレール１
６の係合溝１６ａに達しない長さを有するものとし、その係合子列２０の先端にスクリー
ン１３のスライドバー１７端部よりも突出する擬似係合子列状の延長部片３０を連設する
ことにより、該延長部片３０の先端が上記スクリーン枠１５内のガイドレール１６の係合
溝１６ａに挿入される長さを有するものとしている。
【００２３】
　上記擬似係合子列状の延長部片３０は、前記第１実施例において、係合子列２０とその
延長部２０ａに固定した補強部片２２とに対応するものであり、機能的に第１実施例の構
成と格別の差異はない。該延長部片３０の抜け止め片１８に対する固定は、上記巻取軸１
１への全スクリーンの巻取り状態において該巻取軸１１に巻き取られない範囲の上記係合
子列２０及び上記帯状の取付部片１９に、上記延長部片３０に一体化して設けられた接合
面を溶着又は接着により固定するのが適切であるが、図７に示すように、上記延長部片３
０とそれに一体化した係合子列用及び取付部片用の接合面３０ａ，３０ｂを合成樹脂によ
り成形し、該係合子列２０用の一対の接合面３０ａ，３０ａにより上記係合子列２０を挟
むと共に、該取付部片１９用の接合面３０ｂを上記取付部片１９の一側に重ね、或いはそ
の一対により取付部片１９を挟んで、溶着又は接着により、それらを固定することもでき
る。
【００２４】
　以上に詳述したスクリーン１３の側端のガイド構造によれば、既知のロールスクリーン
装置のように、スクリーン１３の巻取り方向の両側端に取り付けている抜け止め片１８が
変形するのを抑制するための補強を行うと同時に、該抜け止め片１８における係合子列２
０、或いはその先端に取り付けた擬似係合子列状の延長部片３０を、スクリーン枠１５内
に設けたガイドレール１６の係合溝１６ａに安定的に挿通しておくことが可能になり、長
期に亘るスクリーン１３の円滑な開閉動作を確保することができる。
【符号の説明】
【００２５】
　１０　　　巻取りボックス
　１０ａ　　スクリーン導出口
　１１　　　巻取軸
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　１３　　　スクリーン
　１５　　　スクリーン枠
　１６　　　ガイドレール
　１６ａ　　係合溝
　１７　　　スライドバー
　１８　　　抜け止め片
　１９　　　取付部片
　２０　　　係合子列
　２０ａ　　延長部
　２１　　　係合子
　２２　　　補強部片

【図１】 【図２】
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